
 

千葉市告示第１０２２号  

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、千葉都市計画駐車場整

備地区を次のとおり変更しましたので、同法第２１条第２項の規定にお

いて準用する同法第２０条第１項の規定により告示します。  

 なお、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第２

項の規定により、その関係図書は千葉市都市局都市部都市計画課におい

て縦覧に供します。  

  令和５年１２月１５日  

                                          千葉市長  神  谷  俊  一    

１  都市計画の種類及び名称  

千葉都市計画駐車場整備地区  

２  都市計画を定める土地の区域  

（１）  追加する部分 

なし 

（２）  削除する部分 

千葉市中央区院内１丁目、栄町、新宿１・２丁目、新田町、新

町、千葉港、中央１・２・３・４丁目、問屋町、富士見２丁目、

本千葉町及び本町３丁目の各全部並びに市場町、亥鼻１丁目、院

内２丁目、要町、亀井町、幸町１丁目、新千葉１・２丁目、神明

町、長洲１丁目、登戸１・２・３丁目、富士見１丁目及び本町

１・２丁目の各一部 

（３）  変更する部分 

    なし 

 


